
別紙新旧対照表９

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づく動物由来たん白質及び動物性油脂の農

林水産大臣の確認手続について（平成１７年３月１１日付け１６消安第９５７４号農林水産省消費・

安全局長通知）一部改正新旧対照表

改 正 後 現 行

記 記

第１ （略） 第１ （略）

１ （略） １ （略）

２ 飼料の製造業者又は輸入業者の製造工程の確認手続 ２ 飼料の製造業者又は輸入業者の製造工程の確認手続

について について

（１）省令別表第１の２の（１）のア、エ、オ若しくは （１）省令別表第１の２の（１）のア、エ、オ若しくは

ク又は５の（１）のウの規定による確認を受けよう ク又は５の（１）のウの規定による確認を受けよう

とする飼料の製造業者又は輸入業者は、飼料の製造 とする飼料の製造業者又は輸入業者は、飼料の製造

に係る事業場ごとに、別記様式第１－１号又は第１ に係る事業場ごとに、別記様式第１－１号又は第１

－２号により、独立行政法人農林水産消費安全技術 －２号により、独立行政法人肥飼料検査所（以下

センター（以下「センター」という。）を経由して 「検査所」という。）を経由して農林水産大臣に対

農林水産大臣に対し大臣確認の申請を行うものとす し大臣確認の申請を行うものとする。

る。

（２） (略) （２） (略)

（３）製造基準に適合していることについて大臣確認を （３）製造基準に適合していることについて大臣確認を

受けた飼料（以下「確認済飼料」という。）の製造 受けた飼料（以下「確認済飼料」という。）の製造

業者又は輸入業者は、当該大臣確認を受けた事業場 業者又は輸入業者は、当該大臣確認を受けた事業場

の製造工程が製造基準に適合していないものとして の製造工程が製造基準に適合していないものとして

当該大臣確認をを得られなくなったときは、当該事 当該大臣確認をを得られなくなったときは、当該事

業場に係る大臣確認の取り消しを求める旨をセンタ 業場に係る大臣確認の取り消しを求める旨を検査所

ーを経由して速やかに申請するものとする。 を経由して速やかに申請するものとする。

３ 製造工程の変更確認の手続について ３ 製造工程の変更確認の手続について

（１）製造工程の変更 （１）製造工程の変更



ア 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、確認を ア 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、確認を

受けた製造工程を変更しようとする場合には、当 受けた製造工程を変更しようとする場合には、当

該製造工程の変更の１か月前までに、別記様式第 該製造工程の変更の１か月前までに、別記様式第

３号により、センターを経由して農林水産大臣に ３号により、検査所を経由して農林水産大臣に大

大臣確認の変更確認申請を行うものとする。 臣確認の変更確認申請を行うものとする。

イ （略） イ （略）

ウ 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、イの規 ウ 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、イの規

定により製造基準に適合しない旨の通知を受けた 定により製造基準に適合しない旨の通知を受けた

場合には、大臣確認の取り消しを求める旨をセン 場合には、大臣確認の取り消しを求める旨を検査

ターを経由して農林水産大臣に速やかに申請する 所を経由して農林水産大臣に速やかに申請するも

ものとする。 のとする。

（２）製造基準への不適合に伴う確認の取消し申請 （２）製造基準への不適合に伴う確認の取消し申請

確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、製造工程 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、製造工程

の変更等により製造基準を満たすことができなくな の変更等により製造基準を満たすことができなくな

る場合には、別記様式第５－１号により、センター る場合には、別記様式第５－１号により、検査所を

を経由して農林水産大臣に速やかに大臣確認の取消 経由して農林水産大臣に速やかに大臣確認の取消し

しを申請するものとする。別記様式第５－１号によ を申請するものとする。別記様式第５－１号による

る申請があったときは、直ちに当該大臣確認を取り 申請があったときは、直ちに当該大臣確認を取り消

消し、別記様式第５－２号により申請者に通知する し、別記様式第５－２号により申請者に通知するも

ものとする。 のとする。

（３）確認済飼料の製造業者等の会社名等の変更 （３）確認済飼料の製造業者等の会社名等の変更

確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、会社名 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、会社名

（製造業者にあっては、事業場名を含む。）、代表 （製造業者にあっては、事業場名を含む。）、代表

者又は本社の住所等を変更しようとする場合には、 者又は本社の住所等を変更しようとする場合には、

別記様式第６号により、遅滞なく、センターを経由 別記様式第６号により、遅滞なく、検査所を経由し

して農林水産大臣にこれらの事項の書換申請を行う て農林水産大臣にこれらの事項の書換申請を行うも

ものとする。 のとする。

（４）その他の変更 （４）その他の変更

確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、軽微な製 確認済飼料の製造業者又は輸入業者は、軽微な製

造工程の変更（製造業者にあっては原料収集先、事 造工程の変更（製造業者にあっては原料収集先、事

業場名、住所等の変更を、輸入業者にあっては輸入 業場名、住所等の変更を、輸入業者にあっては輸入

先の事業場名、住所等の変更をいう。）をしようと 先の事業場名、住所等の変更をいう。）をしようと



する場合には、別記様式第７号により、遅滞なく、 する場合には、別記様式第７号により、遅滞なく、

センターを経由して農林水産大臣に届け出るものと 検査所を経由して農林水産大臣に届け出るものとす

する。 る。

第２ 製造設備の故障等についての対応 第２ 製造設備の故障等についての対応

確認済飼料の製造業者は、予期しない製造設備の故 確認済飼料の製造業者は、予期しない製造設備の故

障等により、大臣確認を受けた製造工程を変更せざる 障等により、大臣確認を受けた製造工程を変更せざる

を得ない事態が生じた場合には、直ちに、確認済飼料 を得ない事態が生じた場合には、直ちに、確認済飼料

の製造を一時停止するとともに、その概要をセンター の製造を一時停止するとともに、その概要を検査所を

を経由して農林水産大臣に報告するものとする。 経由して農林水産大臣に報告するものとする。

第３ 契約の締結を要する原料収集先の調査について 第３ 契約の締結を要する原料収集先の調査について

第１の１の（３）、（６）及び（８）に定める飼料 第１の１の（３）、（６）及び（８）に定める飼料

につき製造業者から第１の２の（１）の大臣確認の申 につき製造業者から第１の２の（１）の大臣確認の申

請又は第１の３の（４）の変更の届出をセンターが受 請又は第１の３の（４）の変更の届出を検査所が受理

理したときは、当該申請又は届出を行った飼料の製造 したときは、当該申請又は届出を行った飼料の製造業

業者の事業場の所在地を管轄する地方農政局（北海道 者の事業場の所在地を管轄する地方農政局（北海道に

にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄 あっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総

総合事務局。以下「地方農政局」という。）に対し、 合事務局。以下「地方農政局」という。）に対し、受

受理した書類（副１部）を送付するものとする。当該 理した書類（副１部）を送付するものとする。当該地

地方農政局は、原則として、別添３-１の１の 方農政局は、原則として、別添３-１の１の（４）、別

（４）、別添６の１の（４）若しくは（５）又は別添 添６の１の（４）若しくは（５）又は別添８－１の１

８－１の１の（４）に基づいて、当該事業者が原料収 の（４）に基づいて、当該事業者が原料収集先と締結

集先と締結した契約に基づき行う実施状況の確認に同 した契約に基づき行う実施状況の確認に同行し、当該

行し、当該契約が遵守されていること、当該製造業者 契約が遵守されていること、当該製造業者による実施

による実施状況の確認が適切に行われていること等に 状況の確認が適切に行われていること等について調査

ついて調査の上、農林水産大臣に報告するものとす の上、農林水産大臣に報告するものとする。

る。

第４ (略) 第４ (略)

別添１・２ (略) 別添１・２ (略)

別添３－１ 別添３－１

豚肉骨粉等の製造基準 豚肉骨粉等の製造基準



１ 原料受入に係る基準 １ 原料受入に係る基準

（１）～（３） (略) （１）～（３） (略)

（４）原料収集先との契約 (略) （４）原料収集先との契約 (略)

ア （略） ア （略）

イ 原料収集先等は、申請に係る製造業者が締結した イ 原料収集先等は、申請に係る製造業者が締結した

契約内容の実施状況を確認することを認めること。 契約内容の実施状況を確認することを認めること。

また、当該実施状況確認のために農林水産省の職員 また、当該実施状況確認のために農林水産省の職員

又はセンターの職員が当該製造業者に同行できるこ 又は独立行政法人肥飼料検査所の職員が当該製造業

とを認めること。 者に同行できることを認めること。

２～５ （略） ２～５ （略）

別添３－２～５ （略） 別添３－２～５ （略）

別添６ 別添６

豚及び家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨 豚及び家きんに由来する原料を混合して製造された肉骨

粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉の製造基準 粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉の製造基準

１ 原料受入に係る基準 １ 原料受入に係る基準

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） （略） （４） （略）

ア （略） ア （略）

イ 豚原料の収集先等は、申請に係る製造業者が締結 イ 豚原料の収集先等は、申請に係る製造業者が締結

した契約内容の実施状況を確認することを認めるこ した契約内容の実施状況を確認することを認めるこ

と。また、当該実施状況の確認のために農林水産省 と。また、当該実施状況の確認のために農林水産省

の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同行で の職員又は独立行政法人肥飼料検査所の職員が当該

きることを認めること。 製造業者に同行できることを認めること。

（５） （略） （５） （略）

ア （略） ア （略）

イ 家きん原料の収集先等は、申請に係る製造業者が イ 家きん原料の収集先等は、申請に係る製造業者が

締結した契約内容の実施状況を確認することを認め 締結した契約内容の実施状況を確認することを認め

ること。また、当該実施状況の確認のために農林水 ること。また、当該実施状況の確認のために農林水

産省の職員又はセンターの職員が当該製造業者に同 産省の職員又は独立行政法人肥飼料検査所の職員が



行できることを認めること。 当該製造業者に同行できることを認めること。

２～５ （略） ２～５ （略）

別添７ （略） 別添７ （略）

別添８－１ 別添８－１

飼料用動物性油脂の製造基準 飼料用動物性油脂の製造基準

１ 原料受入に係る基準 １ 原料受入に係る基準

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

（４） （略） （４） （略）

ア・イ （略） ア・イ （略）

ウ 原料収集先等は、契約を締結した飼料用動物性油 ウ 原料収集先等は、契約を締結した飼料用動物性油

脂の製造業者が契約内容の実施状況を確認すること 脂の製造業者が契約内容の実施状況を確認すること

を認めること。また、当該実施状況の確認のために を認めること。また、当該実施状況の確認のために

農林水産省の職員又はセンターの職員が当該製造業 農林水産省の職員又は独立行政法人肥飼料検査所の

者に同行できることを認めること。 職員が当該製造業者に同行できることを認めるこ

と。

２～５ （略） ２～５ （略）

別添８－２～９ (略) 別添８－２～９ (略)

別記様式第１－１～１１号 (略) 別記様式第１－１～１１号 (略)


